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原子力災害時における原子力事業者間協力協定の見直しに伴う防災業務計画の取扱いついて 

 

 

１．今回のご説明概要 

原子力災害時における原子力事業者間協力協定の見直し(参考資料) に伴う防災業務計画の取扱

いについて，電力間での統一見解として以下のとおり取り纏めましたので，ご説明させていただく。 

 

２．原子力事業者防災業務計画への記載について 

原子力事業者防災業務計画においては，他の原子力事業者で発災した場合の協力要員の派遣に

ついて記載しているが，各社とも派遣する原子力防災要員の人数を記載している。 

一方，今回の原子力事業者間協力協定の見直しにより増員する要員については，原子力防災要員

以外の要員が含まれることから，電力間での統一の見解として防災業務計画への記載は不要と考える。 

しかしながら，地元自治体との関係により記載が必要になる社が出てくる可能性があるので，こうした

場合については，個別に相談にさせて頂く。 

この場合，軽微な変更ではないため，修正協議案件として対応させて頂く。また，修正時期について

は，原子力事業者防災業務計画の記載の有無に係わらず，協定に従い，協力は実行されることから，

定期修正でよいと考える。 

 

（参考）原子力災害対策特別措置法（抜粋） 

 （他の原子力事業所への協力） 

第十四条 原子力事業者は，他の原子力事業者の原子力事業所に係る緊急事態応急対策が必要で

ある場合には，原子力防災要員の派遣，原子力防災資機材の貸与その他当該緊急事態応急対策の

実施に必要な協力をするよう努めなければならない。 
 
 

以 上 

  



参考資料 

中央連絡会議 資料より 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【今回の協力見直し内容】 

○避難退域時検査要員として 2,700 人を追加 

 （従来の 300 人に加え，総数を 3,000 人に拡充） 

○追加する避難退域時検査要員 2,700 人は，被ばく線量限度を 1mSv として活動 

○締結日：2021 年 3 月 2 日 


